
【お問合せ】 
  日本赤十字社医療センター 人事課 
 〠 150-8935 東京都渋谷区広尾4-1-22 
 ☏ 03-3400-1311 
  jinji@med.jrc.or.jp 



次ページからは借り上げ社宅の例です 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

１．看護職員用宿舎（独身寮） 

（1）「レジデンス宮代」（病院敷地内、看護大学裏） 

室  数⇒ 宿舎全体で 92 室 

※ 希望者多数の場合には、新卒の地方出身の方を優先し、 
入居を決定します。 

入居期間⇒ ３年間（最長） 

家  賃⇒ 南向 58,000 円／月 1K（共益費込み） 

北向 53,000 円／月 1K（共益費込み） 

   設  備⇒ エレベータ 宅配ボックス インターネット対応  

オートロック バス・トイレ別 室内洗濯機置場 

 

（2）借上
か り あ

げ社宅
しゃたく

（「レジデンス宮代」に入居できない職員向け）  

当センターが物件を賃貸契約し、一定額を補助のうえ貸与する社宅制度。 

（賃料 10万円の以上物件・入社から 4年間は補助金額 5万円・最長 12年間・通勤時間 45分圏内） 

★契約更新は 2 年ごとです。2 年間の契約期間の途中で 

退去する場合、礼金・更新料等を返還していただきます。 

 

※ 当センター近隣(西麻布など)で、レジデンス宮代と 

同等の設備の物件相場は、25 ㎡で 12 万円前後です。 

西麻布(港区)12 万円弱の物件例 

（4 年間居住した場合の補助額は→約 2,820,000 円） 

 

２．その他の住宅補助制度 

   職員本人が契約している賃貸物件に対しては、住居手当（最高 28,500 円）を支給します。 

適 用…①家族と同居はしているが、職員が契約している場合 

②既に、賃貸物件に居住している方、および新たに賃貸を始める方 

③持ち家に対する補助制度もあります。（賃貸と手当の金額は異なります。） 

  

※なお、社宅制度は現在見直しを行っており、内容が変更されることがあります。 

平成28年度 

 

 

 
 

自己負担分 

7 万円 

 

当 補助分 

５万円 

【12 万円の借上げ社宅の場合】 





借上げ社宅の例 
これが私たちの「職員宿舎」です。 









職員用借上社宅入居要領 
  

本要領は、下記の1に定める職員が、当センター勤務の
ために必要な宿舎の確保を図ることを目的とし、職員
が自ら居住を希望する賃貸物件を当センターが借り上
げ、一定の補助のうえ職員に貸与することとして下記
のとおり定める。なお、物価動向、経済状況、病院の
経営状況を勘案し、院長は当該制度の貸与条件を変更
することができる。 

  

記 

  

１．本要領の対象となる職員は、当センターに新たに
採用された「看護職員」及び院内の職員宿舎に入居で
きない「初期研修医」、並びに院内・院外の職員宿舎
を入居期限により退室した「看護職員」とし、当セン
ターに勤務するため新たに住居の賃貸を必要とする者
とする。 
  

２．本要領は、当該職員が当センターに新規に採用さ
れた月から144ヵ月（12年間）を上限として、当初
（始めて）の契約にのみ適用される。 
 

３．本要領の適用を受けようとする職員は、自ら居住
を希望する当センターへの通勤に利便な賃貸物件を、
別紙記載の当センター指定不動産業者を通じて選定の
うえ、当センターに申し出ること。 
 

４．本要領の適用を受けようとする職員に対し、当セ
ンターは、当該不動産業者を通じて賃貸借契約を結ん
だ上で、該当職員に借上社宅として貸与する。 
 

５．当該職員は当センターから借上社宅を借用するに
あたり、当センターと当該職員は、借上社宅使用契約
（使用契約）を締結しなければならない。 
 

６．本要領により賃貸借契約を締結した物件の毎月分
の賃料、共益費の当センター負担額を超える額につい
て、当該職員の毎月分の給与から徴収する。 
  

７．当初の賃貸借契約締結時及び更新時に生じる敷
金・礼金・仲介手数料・更新手数料等の賃貸借契約締
結にかかる経費については、当センターが負担する。 
  

８．賃貸借契約にかかる費用や毎月の賃料のほか、当
該借上社宅に入居中における光熱水費、火災保険料、
駐輪場代、駐車場代等の個人の負担に帰する費用や賃
貸物件の修繕修理費及び退室時に必要となる修繕費等
の経費については、全額当該職員の負担とする。 
  

９．本要領による賃貸借契約終了後も引き続いて当該
物件に居住を希望する場合には、改めて当該職員自ら
が貸主との間で賃貸借契約を締結するものとする。 
  

10．当センターが不動産業者と当該借上社宅の賃貸借
契約を更新する際には、当該職員は賃貸借契約満了日
から２ヶ月前までに当センターに借上社宅使用継続
（更新）申出書を提出しなければならない。 

 11．当該職員が当該社宅を退室する場合には、退室予定日
から２ヶ月前までに当センターに借上社宅退室届を提出しな
ければならない。 

 

12．当該職員が、本要領の適用期間中において、借上
社宅から退室することにより賃貸借契約を解除する場
合には以下のとおり経費を弁済するものとする。 

  （１）入居から２年間（当初の賃貸借契約期間） 

               に中途に退室をする場合 

    ・賃貸借契約時に要した礼金、仲介手数料等  

     の経費全額 

    ・退室に伴い解約手数料・違約金等を要する 

     場合にはその経費全額 

  （２）３年目以降（賃貸借契約更新後）の更新後 

               の賃貸借契約期間の中途に退室する場合 

    ・直近の賃貸借契約更新に要した経費全額 

    ・退室に伴い解約手数料・違約金等を要する 

     場合にはその経費全額 

ただし、①予め定められた研修期間の終了、②業務命
令による他の赤十字施設への配置転換、③予め定めら
れた手続きを行った上の賃貸借契約期間満了の退室す
る場合（賃貸借契約満了の月の退室）の場合にはこの
限りではない。 

13．当該要領による、当センターの一定の負担額につ
いては、院長が別に定める。 

（平成24年4月） 

 

 

職員用借上社宅入居要領第13項に定める 

日本赤十字社医療センターの負担額 
 

職員借上社宅入居要領第13項に定める日本赤十字社医
療センターの負担額の上限について、下記のとおり定
める。 

記 

１．入居から4年目（48ヶ月目）まで（当初賃貸借契
約から二契約期間）……５万円 

２．入居49ヶ月目から8年目（96ヶ月目）まで（第二
回賃貸借契約更新時から二契約期間） …… ４万円 

３．入居97ヶ月目から12年目（144ヶ月目）まで
（第四回賃貸借契約更新時から二契約期） …… ３万円 

４．院内・院外職員宿舎を入居期限により退室した職
員については、上記２．及び３．を準用するこことし、
入居からの月数を入社からの月数と読み替えるものと
する。 

５．日本赤十字社医療センターの負担額については、
物価動向、経済状況等を勘案して、院長が改めること
ができるものとする。 

（平成21年4月） 

  
 


